
 

 

点検結果表（規制の事前評価） 

政策の名称 
「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料

を指定する政令の一部改正（麻薬の指定）」について 
府省名 厚生労働省 

根拠となる法令 

□法律      ■政令     □府省令     □告示     □その他 

麻薬及び向精神薬取締法 

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 

規制の区分 ■新設等              □緩和               □廃止 

点検項目 評価の実施状況 課題 

規制の目的、内容
及び必要性 

■説明あり □説明なし  

費
用
の
分
析 

遵守費用 □金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし  

行政費用 □金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし  

その他の 
社会的費用 

□金銭価値化 □定量化 □定性的記述 ■負担なし □分析なし  

便益の分析 □金銭価値化 □定量化 ■定性的記述 □分析なし ① 

費用と便益の 
関係の分析 

□費用便益分析 □費用効果分析 □費用分析 ■定性的な分析 □分析なし  

代
替
案 

代替案の設定 □設定あり ■想定される代替案なし □設定なし  

代替案との 
比較 

□費用・便益で比較 □費用で比較 □便益で比較 ■比較なし  

レビューを行う 
時期又は条件 

□設定あり ■設定なし  

【課題の説明】 

① 便益の分析 

関連業界への便益について、「製造者等が予期しない健康被害等の発生の可能性を最小限とすることがで

き、関連業界に対する国民の信頼が高くなる」と記載しているが、その理由が明らかでないため、便益が

発生する根拠について、評価書における説明が不十分である（本項目については、厚生労働省から別紙の

とおり補足説明がなされた。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【点検結果表の別紙】 

≪厚生労働省の補足説明≫ 

① 便益の分析 

 「製造者等」及び「関連業界」については、「化学物質製造業者等」及び「化学物質製造業関連業界」を
想定している。４物質を麻薬に指定することにより、関連業界へ注意喚起が為されると共に、原則免許業者
のみに製造等が限られることから、現状よりも当該物質の流通が厳格に規制されることとなる。その結果、
誤用等による健康被害等の発生の可能性が現状と比較して低くなるものと考えられ、ひいては関連業界に対
する国民の信頼が増すものと考える。 


